
物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 文書庫（世田谷ビジネススクエア）原状回復作業

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

木村周二
関東地方整備局　東京外かく環状国道事務所
東京都世田谷区用賀4-5-16　TEビル７階

契 約 締 結 日 平成25年8月21日

契約の相手方の氏名及び住所
（株）アセット建設
東京都新宿区西新宿６－２－１９　川口ビル６F

契 約 金 額
（消費税及び地方消費税を含む） ¥1,228,500

予 定 価 格
（消費税及び地方消費税を含む） 非公表

随意契約によることとした理由

　当事務所の文書庫が入居するビルの賃貸契約により、賃貸借物件及
びその付帯設備・造作等については、建物構造や諸設備への影響及
び保安上の問題を生じさせるおそれがあるため、ビル管理者が指定す
る者以外に行わせることはできない。
　本業務については、当ビル管理者が指定する者以外に行わせること
ができない業務に該当するものであり、本業務の内容に係る当ビル管
理者が指定する者は（株）アセット建設のみであるため、会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第第１０２条の４第３号の規定によ
り、当該相手方と随意契約を締結するものである。

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに

　　　　備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

随意契約結果書
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